
 

  新年度がはじまりました！ 入学・進級おめでとうございます！ 

 保健だよりは、皆さんの健康をサポートしていきます。どうぞよろしくお願いします。 

但野（ただの） 

必ず受けよう 

●保健関係の書類について 

４月は、たくさんの提出書類があります。健康状態についての記入は、おうちの人と一緒に話

し合いながら正確に記入してください。 

●日本スポーツ振興センター給付金の請求について 

学校生活の中でけがをして受診すると、災害共済給付金の請求ができます。 

 ○授業中、休憩時間、学校行事、部活動、登下校中などのけがなど 

 ○窓口での支払いが１，５００円以上（自己負担３割で） 

  ＊原則として、学校管理下のケガは日本スポーツ振興センターを使うようにしてください。鹿

嶋市の医療福祉制度「まる福」は使用しないようにお願いします。（まる福を使いたい場合は

教育委員会に相談します。） 
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鹿嶋市立大野中学校 

保健室 

令和８年４月６日 

日にちは後日お知らせします 


